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睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置（１装置につき）【新設】

１ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置１ 3,000点

２ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置２ 2,000点

注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点

数を算定する。

(通知①)睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置とは、上顎及び下顎に装着し１装置として使用するものであって、

医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の担当科医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じ

るもの)に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する。確定診断が可能な医科歯科併設の病院である

保険医療機関にあっては、院内での担当科医師からの情報提供に基づく院内紹介を受けた場合に限り算定する。

(通知②)「１ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置１」とは、義歯床用アクリリック樹脂により製作された口腔

内装置をいう。

(通知③)「２ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置２」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により

吸引・加圧して製作又は作業模型に直接常温重合レジンを圧接して製作されたベースプレートを用いた口腔内装置

をいう。

(通知④)睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の製作に当たり印象採得を行った場合は１装置につき印象採得の

「２のロ 連合印象」、咬合採得を行った場合は咬合採得の「２のロの(３) 総義歯」（「１ 睡眠時無呼吸症候群に

対する口腔内装置１」の場合に限る。）、装着を行った場合は装着の「２のニの(２) 印象採得が著しく困難なもの」

により算定する。

(通知⑤)口腔内装置の装着時又は装着後１月以内に、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整を行

った場合は、１口腔につき口腔内装置等調整・修理の「１のイ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」

により算定する。

(通知⑥)製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第１２部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又

は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
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舌接触補助床（１装置につき）【新設】

１ 新たに製作した場合 2,500点

２ 旧義歯を用いた場合 1,000点

(通知①)舌接触補助床とは、脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有する患者に対して、舌接触状態等を変

化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。なお、「ロ 旧義

歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行った場合をいう。

(通知②)舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は１装置につき印象採得の「２のロ 連合印象」、咬合採

得を行った場合は咬合採得の「２のロの（２） 多数歯欠損」、装着を行った場合は装着の「２のロの（２） 多数

歯欠損」により算定する。なお、当該補助床は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。

(通知③)製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第１２部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又

は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

術後即時顎補綴装置（１顎につき） 2,500点 【新設】

(通知①)術後即時顎補綴装置とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除が予定されている患者に対して、術後早期の構

音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に、術前に印象採得等を行い、予定される切除範囲を削合した模型上で製作す

る装置のことをいう。当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、１装置につき印象採得の「２のロ 連合

印象」、咬合採得を行った場合は咬合採得の「２のロの（２） 多数歯欠損」、装着を行った場合は装着の「２のニ

の（２） 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。なお、当該装置は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、

別に算定できない。

(通知②)術後即時顎補綴装置の装着後、適合を図るための調整等が必要となり、当該装置の調整を行った場合は、１

装置１回につき口腔内装置調整・修理の「１のハ イ及びロ以外の場合」により算定する。なお、調整の際に用い

る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(通知③)製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第１２部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又

は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

口腔内装置調整・修理（１口腔につき）【名称及び項目の見直し】

１ 口腔内装置調整

イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合 120点

ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合 120点

ハ イ及びロ以外の場合 220点

２ 口腔内装置修理 234点

注１ １のイについては、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後１月以内に製

作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、１回に限り算定する。

注２ １のロについては、口腔内装置に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置の調整を行った場合に算定する。【追加】

注３ １のハについては、口腔内装置に規定する顎関節治療用装置又は術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算

定する。

注４ 同一の患者について１月以内に口腔内装置調整を２回以上行った場合は、第１回の調整を行ったときに算定す

る。

注５ ２については、同一の患者について１月以内に口腔内装置修理を２回以上行った場合は、第１回の修理を行っ

たときに算定する。

(通知①)睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内
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装置の調整（装着時又は装着日から起算して１月以内に限る。）を行った場合は、１口腔につき１回に限り「１のイ

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」により算定する。

(通知②)口腔内装置に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置（「１ 口腔内装置１」又は「２ 口腔内装置２」により

製作した場合に限る。）を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は

１口腔１回につき「１のロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」により算定する。なお、当該装置の調整は、月

１回に限り算定する。【追加】

(通知③)口腔内装置に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削

合により調整した場合は１口腔１回につき「１のハ イ及びロ以外の場合」により算定する。なお、当該装置の調

整は、月１回に限り算定する。

(通知④)術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は１口腔１回につき「１のハ イ

及びロ以外の場合」により算定する。なお、当該装置の調整は、月１回に限り算定する。

(通知⑤)口腔内装置に規定する顎関節治療用装置、口腔内装置に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置（「１ 口腔内

装置１」により製作した場合に限る。）、睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置及び術後即時顎補綴装置の修理を

行った場合は、「２ 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合におい

て、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。また、装着と同月に行った修理に係る費用は算

定できない。

(通知⑥)舌接触補助床の修理を行った場合は、「２ 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修

理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理にかかる費用に含まれ、歯科口腔リハビリテーション料１

は別に算定できない。

(通知⑦)「１ 口腔内装置調整」及び「２ 口腔内装置修理」において調整又は修理を行った場合は、診療録に調整

又は修理の部位、方法等を記載する。

(通知①)歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った歯数が４歯未満の場合

は「１ 簡単なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に

暫間固定を行った日から起算して６月経過後、１顎につき、６月に１回に限り算定できる。

(通知②)歯周外科手術を行わない場合は、暫間固定を行う歯数に関わらず「１ 簡単なもの」により算定する。なお、

再度当該処置を行う場合は、前回暫間固定を行った日から起算して６月経過後、１顎につき６月に１回に限り算定

できる。
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(通知③)「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」を除き、エナメルボンドシステムにより暫間固定を行った場

合の除去料は別に算定できない。

口腔粘膜処置（１口腔につき） 30点 【新設】

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

て、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定する。ただし、２回目以降の口腔粘膜処置の算定は、前回

算定日から起算して１月経過した日以降に行った場合に限り、月１回に限り算定する。

(通知①)口腔粘膜処置は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け

出た保険医療機関において、再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変に対してレーザー照射を行った場合に１月に

つき１回に限り算定する。なお、当該処置の実施にあたっては「レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療に

おける基本的考え方」（平成 30 年 3 月日本歯科医学会）を参考にすること。

(通知②)前回算定した日の属する月に前回照射した部位と異なる部位に生じた再発性アフタ性口内炎に対して当該処

置を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(通知③)レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等を診療録に記載すること。

【特掲診療料の施設基準(口腔粘膜処置の施設基準)】【新設】(告示)

(１)当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(２)当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

【特掲診療料の施設基準(口腔粘膜処置に関する施設基準)】【新設】(通知)

１ 口腔粘膜処置に関する施設基準

(１)当該レーザー治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上いること。

(２)口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
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２ 届出に関する事項

口腔粘膜処置に係る届出は別添２の様式４９の９を用いること。

口腔粘膜血管腫凝固術（一連につき） 2,000点 【新設】

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

て、レーザー照射により当該手術を実施した場合に算定する。

(通知①)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関

において、口腔・顎・顔面領域に生じた血管腫・血管奇形に対して、レーザー照射した場合に一連につき１回に限

り算定する。

(通知②)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例え

ば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、

１回のみ所定点数を算定する。

(通知③)レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等の病変の状態について診療録に記載すること。

【特掲診療料の施設基準(口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準)】【新設】(告示)

(１)当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(２)当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。

【特掲診療料の施設基準(口腔粘膜血管腫凝固術に関する施設基準)】【新設】(通知)

１ 口腔粘膜血管腫凝固術に関する施設基準

(１)当該レーザー治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置されていること。

(２)口腔粘膜に生じた血管腫等の血管病変に対する凝固を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。

２ 届出に関する事項

口腔粘膜血管腫凝固術に係る届出は別添２の様式７４の４を用いること。

手術 第３節 手術医療機器等加算

レーザー機器加算 【新設】

１ レーザー機器加算１ 50点

２ レーザー機器加算２ 100点

３ レーザー機器加算３ 200点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

て、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

注２ １については、歯肉、歯槽部腫瘍手術（エプーリスを含む）「軟組織に限局するものに限る。」、浮動歯肉切除術

「３分の１顎程度及び２分の１顎程度に限る。」、舌腫瘍摘出術「粘液嚢胞摘出術に限る。」、口蓋腫瘍摘出術「口蓋

粘膜に限局するものに限る。」、頬、口唇、舌小帯形成術、口唇腫瘍摘出術「粘液嚢胞摘出術に限る。」、頬腫瘍摘出

術「粘液嚢胞摘出術に限る。」及びがま腫切開術に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定

する。

注３ ２については、歯肉、歯槽部腫瘍手術（エプーリスを含む）「硬組織に及ぶものに限る。」、浮動歯肉切除術「全

顎に限る。」及び舌腫瘍摘出術「その他のものに限る。」に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場

合に算定する。

注４ ３については、口腔底腫瘍摘出術、口蓋腫瘍摘出術「口蓋骨に及ぶものに限る。」、口蓋混合腫瘍摘出術、口唇

腫瘍摘出術「その他のものに限る。」、頬腫瘍摘出術「その他のものに限る。」、頬粘膜腫瘍摘出術、がま腫摘出術及



厚生労働省 北海道厚生局 医療課 平成 30 年 3 月 5 日現在版 56

び舌下腺腫瘍摘出術に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

(通知)レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険適用されている機

器を使用して「注２」から「注４」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、通則１３に規定する「同一

手術野又は同一病巣につき、２以上の手術を同時に行った場合」に該当しない２以上の手術を算定した場合はそれ

ぞれの手術において算定する。 ※ 「通則１３」とは、同一手術野又は同一病巣における手術の算定方法。

【特掲診療料の施設基準(レーザー機器加算の施設基準)】【新設】(告示)

(１)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(２)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

【特掲診療料の施設基準(レーザー機器加算に関する施設基準)】【新設】(通知)

１ レーザー機器加算に関する施設基準

(１)当該レーザー治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する医師又は歯科医師が１名以上配置されてい

ること。

(２)口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。

２ 届出に関する事項

レーザー機器加算に係る届出は別添２の様式４９の９を用いること。

腐骨除去手術

(通知①)骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場合において、２歯まで

の範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「１ 歯槽部に限局するもの」により算定する。

(通知②) 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死若しくは放射線性顎骨壊死により分離した腐骨の除去又は必要性があって周囲

骨拡大除去を行う場合は、歯槽部に限局するものであっても、その範囲に応じて「２ 顎骨に及ぶもの」の該当す
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るいずれかの項目により算定する。なお、顎骨壊死の範囲が深部に及び、やむを得ず顎骨の切除が必要な場合は、

上顎骨切除術、下顎骨部分切除術又は下顎骨離断術のいずれか該当する区分により算定する。【追加】

下顎骨離断術

(通知)骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死による腐骨除去術であって、下顎骨離断を行う場合は本区分

により算定する。【追加】

上顎洞陥入歯等除去術

(通知)他の医療機関において行った治療により上顎洞へ陥入した歯科インプラントの除去を犬歯窩を開さくして行っ

た場合は、「２ 犬歯窩開さくにより行う場合」により算定する。この場合において、歯科インプラント摘出術は別

に算定できない。【追加】

埋伏歯開窓術 2,820点 【新設】

(通知)萌出困難な歯に対して開窓術（歯槽骨及び被覆粘膜を切除する手術）を行った場合に算定する。

２（３）口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

④ 歯冠修復及び欠損補綴関連

有床義歯内面適合法

注３ 硬質材料を用いる場合については、保険医療材料料（人工歯料を除く。）は、所定点数に含まれる。

※ 軟質材料を用いる場合については、保険医療材料料を算定できることとなった。
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注４ 軟質材料を用いる場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内

面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算１として、１顎につき 50 点を所定点数に加算する。

【追加】

注５ 軟質材料を用いる場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適

合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算２として、１顎につき 30 点を所定点数

に加算する。【追加】

(通知①)「２ 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏

装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行

った場合に算定する。

(通知②)旧義歯において顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等により、「２ 軟質材料を用いる場合」を算

定した患者に対して新たな有床義歯を製作する場合において、引き続き軟質材料を用いることが必要な場合は、新

製時に義歯床用軟質裏装材を用いて総義歯を製作して差し支えない。ただし、同じ特定保険医療材料を使用する場

合に限る。この場合において、新製有床義歯装着時に、当該区分を「注２」の規定により別に算定して差し支えな

い。また、有床義歯の特定保険医療材料料とは別に当該区分の特定保険医療材料を算定する。【追加】

※ 「注２」の規定とは、「新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して６月以内に当該有床義歯の有床義

歯内面適合法を行った場合は、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する」。

(通知③)「注４」及び「注５」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生（支）局

長に届け出た保険医療機関において、不適合になった有床義歯に係る診療を行い、床裏装のために患者から当該有

床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、預かり日から起算して２日以内において、当該保険医

療機関内に配置されている歯科技工士を活用して床裏装を行い、装着した場合に所定点数に加算する。なお、当該

加算の算定に当たっては、預かり日、床裏装を担当する歯科技工士の氏名を診療録に記載する。【追加】

【特掲診療料の施設基準(有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算１及び２の施設基準)】(告示)

(１)歯科技工士を配置していること。

(２)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(３)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

【特掲診療料の施設基準(有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算１及び２に関する施設基準)】(通知)

１ 歯科技工加算１及び２に関する施設基準

(１)常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を２名以上組み合わせることにより、常

勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を

満たしていることとみなすことができる。

(２)歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。

(３)歯科技工に必要な機器を有していること。

(４)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。

２ 届出に関する事項

有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式５０の３を用い

ること。
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非金属歯冠修復（１個につき） 【名称及び項目の見直し】

(通知①)「１ レジンインレー」を装着する場合は、次により算定する。【追加】

イ 窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成の場合を除き、１歯につき歯冠形成の「３のイ 単純なも

の」又は「３のロ 複雑なもの」を算定する。

ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、１個につき印象採得の「１ 歯冠修復」又は咬合採得の「１ 歯冠修

復」を、装着した場合は１個につき装着の「１ 歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。

(通知②)「１のイ 単純なもの」とは、隣接面との接触面を含まない窩洞に行うレジンインレーをいう。【追加】

(通知③)「１のロ 複雑なもの」とは、隣接面との接触面を含む窩洞に行うレジンインレーをいう。【追加】

(通知④)同一歯の複数の窩洞に対して、充填及び本区分の「１ レジンインレー」又は金属歯冠修復の「１ インレ

ー」により歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、歯冠

形成「３ 窩洞形成」、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算

定する。【追加】

(通知⑤)「２ 硬質レジンジャケット冠」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ 前歯及び小臼歯に対して使用する場合

ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に対して硬質レジンジャケット冠によ

り歯冠修復を行った場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報

提供（診療情報提供料の様式に準じるもの）に基づく場合に限る。）

ポンティック（１歯につき） 【名称及び項目の見直し】

(通知①)レジン前装金属ポンティックとは、鋳造方式により製作されたポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンに

より前装したものをいう。

(通知②)レジン前装金属ポンティックを、大臼歯に使用する場合は、咬合面を金属で製作し、頬面にレジン前装を施

した場合に限り認められる。【追加】
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(通知③)延長ブリッジの場合の７番ポンティックは、小臼歯部として扱い、レジン前装金属ポンティックを製作した

場合は「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、この場合の保険医療材料料については製作したポンティックの種類

に応じて、該当する小臼歯の保険医療材料料を算定する。【追加】

間接支台装置（１個につき） 【名称の見直し】

(通知)間接支台装置とは、局部義歯において義歯の安定を目的として歯の欠損部から離れた歯に対して用いる支台装

置であり、レスト、フック、スパー又は線鉤（単純鉤）が含まれる。ただし、欠損部から離れた歯に対して、鋳造

鉤、線鉤又はコンビネーション鉤を使用した場合はそれぞれの該当する区分により算定する。なお、支台歯１歯に

つき、支台装置は１個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。【追加】

※ 上記表以外で歯冠修復及び欠損補綴の既存技術について見直された項目

支台築造印象（１歯につき） 30点 ⇒ 32点

印象採得

１ 歯冠修復（１個につき）

イ 単純印象 30点 ⇒ 32点

ロ 連合印象 62点 ⇒ 64点

２ 欠損補綴（１装置につき）

イ 単純印象

（１）簡単なもの 40点 ⇒ 42点

（２）困難なもの 70点 ⇒ 72点

ロ 連合印象 228 点 ⇒ 230点

ハ 特殊印象 270 点 ⇒ 272点

ニ ブリッジ

（１）支台歯とポンティックの数の合計が５歯以下の場合 280 点 ⇒ 282点
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（２）支台歯とポンティックの数の合計が６歯以上の場合 332 点 ⇒ 334点

ホ 口蓋補綴、顎補綴

（１）印象採得が困難なもの 220 点 ⇒ 222点

（２）印象採得が著しく困難なもの 400 点 ⇒ 402点

３ 口腔内装置等（１装置につき） 40点 ⇒ 42点

咬合採得

１ 歯冠修復（１個につき） 16点 ⇒ 18点

２ 欠損補綴（１装置につき）

イ ブリッジ

（１）支台歯とポンティックの数の合計が５歯以下の場合 74点 ⇒ 76点

（２）支台歯とポンティックの数の合計が６歯以上の場合 148 点 ⇒ 150点

ロ 有床義歯

（１）少数歯欠損 55点 ⇒ 57点

（２）多数歯欠損 185 点 ⇒ 187点

（３）総義歯 280 点 ⇒ 283点

充填

１ 充填１

イ 単純なもの 102 点 ⇒ 104点

ロ 複雑なもの 154 点 ⇒ 156点

２ 充填２

イ 単純なもの 57点 ⇒ 59点

ロ 複雑なもの 105 点 ⇒ 107点

有床義歯修理（１床につき） 234 点 ⇒ 240点

口蓋補綴、顎補綴（１顎につき）

(通知①)本区分は次に掲げる装置を製作した場合に算定する。【追加】

イ 腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置

ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置

ハ 発音補整装置
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ニ 発音補助装置

ホ ホッツ床

(通知②)有床義歯又は熱可塑性樹脂有床義歯と通知①に示す装置を一体として新製した場合は、それぞれの所定点数を

合算した点数により算定する。なお、その場合、印象採得、咬合採得、装着は本区分の製作に係る所定点数のみを

算定する。旧義歯を修理、調整し製作した場合又は義歯を伴わない場合に、通知①に示す装置を製作した場合は本

区分の製作に係る所定点数のみを算定する。

(通知③)通知①の「イ 腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置」とは、腫瘍、顎骨

嚢胞等による顎骨切除を行った患者に対して構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に製作する装置をいう。【追加】

(通知④)通知①の「ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置」とは広範な顎骨切除に伴う顎間関係の変化によ

って生じた咬合不全に対して、新たな咬合関係を付与する目的で、顎骨切除を行った対顎に装着する装置（義歯に

付与したものを含む。）をいう。当該装置は「１ 印象採得が困難なもの」により算定する。【追加】

(通知⑤)通知①の「ハ 発音補整装置」とは口蓋裂等に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉

鎖機能改善を目的に製作する、いわゆるスピーチエイド等の装置（義歯に付与したものを含む。）をいう。

(通知⑥)通知①の「ニ 発音補助装置」とは、舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、発音の補助

を目的として製作する装置（義歯に付与したものを含む。）をいう。当該発音補助装置は「１ 印象採得が困難なも

の」により算定する。

(通知⑦)通知①の「ホ ホッツ床」とは顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があって製作する哺乳床をい

う。当該装置を装着した場合は、「１ 印象採得が困難なもの」により、同一の患者に対して３回に限り算定する。

ただし、印象採得、材料、装着等は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(通知⑧)本区分により算定する装置の調整は１回につき歯科口腔リハビリテーション料１「３ その他の場合」により

算定する。【追加】

(通知⑨)本区分を算定する場合は、通知①のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載す

ること。【追加】
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広範囲顎骨支持型補綴

注３ 保険医療材料料（別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。）は、所定点数に含まれる。

(通知)特定保険医療材料料は、スクリュー、アバットメント、アタッチメント及びシリンダーに限り、別に算定する。

【追加】

高強度硬質レジンブリッジ（１装置につき） 2,500点 【新設】

注 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。

(通知①)高強度硬質レジンブリッジとは、歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度の硬質レジンを用いて製

作する、臼歯部 1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼歯３歯ブリッジをいう。

(通知②)高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合

等において、第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合

ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部 1 歯中間欠損に使用する場合（ただ

し、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供（診療情報提供

料の様式に準じるもの）に基づく場合に限る。）

(通知③)高強度硬質レジンブリッジを装着する場合は、次により算定する。

イ 歯冠形成は原則として、失活歯に対して行い、この場合においては、歯冠形成の「２のロ 非金属冠」及び歯

冠形成の「注１」及び「注９」の加算を算定する。

※ 歯冠形成の「注１」は、ブリッジ支台歯形成加算(20 点)。歯冠形成の「注９」は、CAD/CAM 冠又は高

強度硬質レジンブリッジのための支台歯(失活歯)の歯冠形成加算(470 点)。

やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は、歯冠形成の「１のロ 非金属冠」及び歯冠形成の「注１」及び「注

４」の加算を算定する。
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※ 歯冠形成の「注１」は、ブリッジ支台歯形成加算(20 点)。歯冠形成の「注４」は、CAD/CAM 冠又は高

強度硬質レジンブリッジのための支台歯(生活歯)の歯冠形成加算(490 点)。

ロ 印象採得を行った場合は、１装置につき、印象採得の「２のニの(１) 支台歯とポンティックの数の合計が５

歯以下の場合」を算定する。

ハ 装着した場合は、１装置につき装着の「２のイの(１) 支台歯とポンティックの数の合計が５歯以下の場合」、

装着の「注１」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

※ 装着の「注１」は、CAD/CAM 冠又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性

を向上させることを目的に内面処理を行った場合の加算(それぞれ 45点又は 90点)。

(通知④)特定保険医療材料料は別に算定する。

２（３）口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

⑤ 歯科矯正関連

歯科矯正 通則

(通知①)歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け出た

保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、３歯以上の永久歯萌出不全に起因

した咬合異常（埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。）又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに

限る。）の手術の前後における療養に限り保険診療の対象とする。

(通知②)別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。

(１)唇顎口蓋裂、(２)ゴールデンハー症候群（鰓弓異常症を含む。）、(３)鎖骨頭蓋骨異形成、(４)トリーチャ・

コリンズ症候群、(５)ピエール・ロバン症候群、(６)ダウン症候群、(７)ラッセル・シルバー症候群、(８)ターナ

ー症候群、(９)ベックウィズ・ウイーデマン症候群、(10)顔面半側萎縮症、(11)先天性ミオパチー、(12)筋ジストロ
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フィー、(13)脊髄性筋委縮症、(14)顔面半側肥大症、(15)エリス・ヴァンクレベルド症候群、(16)軟骨形成不全症、

(17)外胚葉異形成症、(18)神経線維腫症、(19)基底細胞母斑症候群、(20)ヌーナン症候群、(21)マルファン症候群、

(22)プラダー・ウィリー症候群、(23)顔面裂、(24)大理石骨病、(25)色素失調症、(26)口腔・顔面・指趾症候群、

(27)メビウス症候群、(28)歌舞伎症候群、(29)クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、(30)ウイリアムズ症

候群、(31)ビンダー症候群、(32)スティックラー症候群、(33)小舌症、(34)頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭

合指症を含む。)、(35)骨形成不全症、(36)フリーマン・シェルドン症候群、(37)ルビンスタイン・ティビ症候群、

(38)染色体欠失症候群、(39)ラーセン症候群、(40)濃化異骨症、(41)６歯以上の先天性部分(性)無歯症、

(42)CHARGE 症候群、(43)マーシャル症候群、(44)成長ホルモン分泌不全性低身長症、(45)ポリエックス症候群、

(46)リング 18症候群、(47)リンパ管腫、(48)全前脳胞症、(49)クラインフェルター症候群、(50)偽性低アルドステ

ロン症、(51)ソトス症候群、(52)グリコサミノグリカン代謝障害（ムコ多糖症）、(53)その他顎・口腔の先天異常

(通知③)通知②の(53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患

に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象

とすることができる。【追加】

牽引装置（１歯につき） 500点 【新設】

注１ 埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算定する。

注２ ダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない。

注３ 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(通知)牽引装置は、歯科矯正診断料を算定した患者であって、３歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認め

るものにおいて、埋伏歯開窓術を行った歯に対して、当該装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実

施する場合に算定する。なお、本規定にかかわらず、当該診断料を算定する保険医療機関と連携し、埋伏歯開窓術

を担当する保険医療機関に限り、当該診断料を算定していなくても、本区分を算定して差し支えない。

スライディングプレート（１装置につき） 1,500点 【新設】

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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(通知①)スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量

の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。

(通知②)印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

２（４）特定薬剤の算定方法の見直し

２（５）特定保険医療材料の機能区分の見直し
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２（６）その他（附帯意見、経過措置）
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Ⅱ．Ⅰ以外で告示及び実施上の留意事項通知(算定要件)等が改められた主な内容

（1）保険医療機関及び保険医療養担当規則

・第２３条（処方箋の交付）

保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第２号若しくは第２号の２又はこれらに準ずる様式の処方箋に

必要な事項を記載しなければならない。

※ 様式第２号を改正（処方せん⇒処方箋）及び様式第２号の２（分割指示に係る処方箋）が追加。本資料の

別添の p.１０１を参照。

（2）基本診療料

・地域歯科診療支援病院入院加算

(通知)地域歯科診療支援病院入院加算は、在宅歯科医療又は障害者歯科医療を後方支援する地域歯科診療支援病

院の機能を評価したものであり、別の保険医療機関において歯科訪問診療料又は基本診療料に係る歯科診療特

別対応加算を算定した患者であって、当該別の保険医療機関による歯科診療が困難であると判断されたものに

ついて、当該別の保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受け、入院させ

た場合に入院初日１回に限り算定する。ただし、入院の月又はその前月に当該別の保険医療機関において、歯

科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者

訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した場合に限る。

・特定入院料

(通知)特定入院料に含まれる費用の範囲に、歯科点数表の第２章第８部第１節の口腔内装置、睡眠時無呼吸症候

群に対する口腔内装置及び舌接触補助床、第２章第１２部の歯冠修復及び欠損補綴及び第１３部の歯科矯正は
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含まれない。

（3）医学管理等

・歯科疾患管理料

注３ 周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、歯科

特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅

患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は歯科矯正管理料を算定した患者に対して、当該管理の終了後

に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、歯科疾患管理料は注１及び注２の規定にかか

わらず、周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、

歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は歯科矯正管理料を算定した日の属する月の翌月以降から

算定する。

※ 注１及び注２の規定とは、歯科疾患管理料の１回目及び２回目以降の算定に係る取扱い。

注７ 歯科疾患管理料を算定した月において、周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、

周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハ

ビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び歯科矯正管理料は、算

定できない。

(通知①)歯科疾患管理料とは、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者（有床義歯に係る治療のみを行う

患者を除く。）に対して、口腔を一単位（以下「１口腔単位」という。）としてとらえ、患者との協働により行

う口腔管理に加えて、病状が改善した歯科疾患等の再発防止及び重症化予防を評価したものをいい、患者等の

同意を得た上で管理計画を作成し、その内容について説明した場合に算定する。診療録には、説明した内容の

要点を記載する。

(通知②)「注１」に規定する管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な基本状況（全身の状態、

基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等）、口腔の状態（歯科疾患、口腔衛生状態、口腔

機能の状態等）、必要に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上

で必要となる情報をいい、当該患者の状態に応じた口腔管理を行うに当たって、必要な事項等を診療録に記載

する。 ※ 注１の規定とは、歯科疾患管理料の１回目の算定に係る取扱い。

(通知③)１回目の管理計画は、初診日の属する月から起算して２月以内に作成し、患者等に対して、その内容に

ついて説明を行う。なお、１回目に患者の主訴に関する管理を開始し、２回目以降にその他の疾患も含めた管

理を行う場合や新たな検査を実施する場合は、検査結果も含め管理計画の変更点を患者等に対して説明する。

この場合において、当該月より改めて１口腔単位での管理を開始する。

(通知④)歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は、歯周病検査の結果を踏まえた治療方針等を含んだ管理

計画を作成する。ただし、初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、歯周病検査の実施が困難である

場合は、急性症状寛解後の歯科疾患管理料算定時までに実施する。なお、急性症状が寛解せず歯周病検査が実

施できない場合は、症状の要点を診療録に記載する。

(通知⑤)「注２」に規定する２回目以降の当該管理を行う際に、管理計画に変更があった場合（「注８」及び「注

１０」から「注１３」までに規定する加算に係る管理計画も含む。）は、変更の内容を診療録に記載する。

※ 注２の規定とは、歯科疾患管理料の２回目以降の算定に係る取扱い。注８及び注１０から注１３の規定

とは、フッ化物洗口指導加算、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算、小児口腔機能管理加算、

口腔機能管理加算。

(通知⑥)周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）、歯科特
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定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患

者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は歯科矯正管理料を算定した患者は、歯科疾患管理料の規定にか

かわらず、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。

この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。

(通知⑦)歯科疾患管理料は、新製有床義歯管理料又は歯科口腔リハビリテーション料１（「１ 有床義歯の場合」

に限る。）を算定している患者（有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。）に対して当該歯科疾患管理を行

った場合は算定できる。なお、口腔粘膜疾患等（「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理

料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。）を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療（有床義歯

を原因とする疾患に係る治療を除く。）又は管理を行っている場合は算定できる。

(通知⑧)エナメル質初期う蝕管理加算は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が行う、エナメル

質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変（以下「エナメル質初期う蝕」という。）の治癒又は重症化予防を

目的として実施する指導管理等を評価するものをいう。当該加算は、患者の同意を得て管理等の内容について

説明を行った上で、エナメル質初期う蝕に対して、フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場

合に算定する。また、必要に応じて、プラークコントロール、機械的歯面清掃又はフッ化物洗口の指導を行う。

撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。この

場合において、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、エナメル質初期う蝕管理加

算の２回目以降の算定にあっては、口腔内カラー写真撮影に代えて光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初

期う蝕の部位の測定を行った上で算定して差し支えない。この場合において、光学式う蝕検出装置を用いた測

定に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の

測定値を診療録に記載する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に

記載する。

(通知⑨)エナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は、フッ化物洗口指導加算、在宅等療養患者専門的口腔衛生

処置、機械的歯面清掃処置及びフッ化物歯面塗布処置は算定できない。

・歯科衛生実地指導料

(通知①)「１ 歯科衛生実地指導料１」は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生士による実地指導

が必要なものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、歯及び歯肉等口腔状況の説明及び次の

イ又はロの必要な事項について 15 分以上実施した場合に算定する。なお、う蝕又は歯周病に罹患している患者

については必ずイを実施するものであること。

イ プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上

でのプラーク除去方法の指導

ロ その他、患者の状態に応じて必要な事項

(通知②)「２ 歯科衛生実地指導料２」は、歯科疾患に罹患している患者のうち、基本診療料に係る歯科診療特

別対応加算を算定している患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科医師

の指示を受けた歯科衛生士が、歯及び歯肉等口腔状況の説明及び次のイ又はロの必要な事項について 15 分以上

実施した場合又は 15 分以上の実地指導を行うことが困難な場合にあっては月２回の実地指導を合わせて 15 分

以上行った場合に算定する。なお、う蝕又は歯周病に罹患している患者については必ずイを実施するものであ

ること。

イ プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上

でのプラーク除去方法の指導

ロ その他、患者の状態に応じて必要な事項

(通知③)歯科衛生実地指導料１及び歯科衛生実地指導料２に規定する文書とは、通知①及び通知②に掲げる指導



厚生労働省 北海道厚生局 医療課 平成 30 年 3 月 5 日現在版 73

等の内容、口腔衛生状態（う蝕又は歯周病に罹患している患者はプラークの付着状況を含む。）、指導の実施時

刻（開始時刻と終了時刻）、保険医療機関名、主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が

記載されたものをいう。

・歯科特定疾患療養管理料

注４ 歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、周術期等口腔機能管

理料（Ⅲ）、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪

問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算

定できない。

・外来緩和ケア管理料 300点 ⇒ 290点

・介護支援等連携指導料

注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛

生士、看護師等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ま

しい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等につい

て説明及び指導を行った場合に、当該入院中２回に限り算定する。この場合において、同一日に、退院時共同

指導料２の注３に掲げる加算（介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。）は別

に算定できない。 ※ 注３に掲げる加算とは、多機関共同指導管理加算。

(通知①)介護支援等連携指導料とは、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総

合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所

支援（以下この区分において「介護等サービス」という。）を導入することが適当であると考えられ、また、本

人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支

援事業者等の介護支援専門員（ケアマネジャー）又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事

業者（以下この区分において「指定特定相談支援事業者等」という。）の相談支援専門員と連携し退院後のケア

プラン又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画（以下この区分において「ケアプラン等」という。）

の作成につなげることを評価するものである。

(通知②)介護支援等連携指導料は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた看護師、歯科衛生士、社会福祉士、薬

剤師、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者が

入院前にケアプラン作成を担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の

作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等の介護支援専門員

若しくは指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ

導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域において提供可能な介護等サービス等の情報を提供

した場合に入院中２回に限り算定する。

(通知③)ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する施設であって、次の施設をいうものとする。【追加】

イ 介護老人福祉施設（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第８条第２２項に規定する地域密着型介護老

人福祉施設及び同条第２７項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。）

ロ 介護保険法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設

ハ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法第８条第２６項に規定

する介護療養型医療施設

ニ 介護保険法第８条第２９項に規定する介護医療院

ホ 特定施設（介護保険法第８条第１１項に規定する特定施設、同条第２１項に規定する地域密着型特定施
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設及び第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設のことをいい、指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第１９２条の２に

規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。）

ヘ 認知症対応型グループホーム（介護保険法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同

法第８条の２第１５項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設のことをいう。）

ト 小規模多機能居宅介護事業所（介護保険法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法

第８条の２第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設のことをいう。）

チ 複合型サービス事業所（介護保険法第８条第２３項に規定する複合型サービスを提供する施設のことを

いう。）

(通知④)介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支援専門員は、介護

等サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合は、当該保険医療機関に併設

する居宅介護事業所等の介護支援専門員又は指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員であっても介護支援

等連携指導料の算定を妨げるものではない。

(通知⑤)同日に退院時共同指導料２の「注３」に規定する加算を算定すべき介護支援専門員又は相談支援専門員

を含めた共同指導を行った場合は、介護支援等連携指導料あるいは退院時共同指導料２の「注３」に規定する

加算の両方を算定できない。 ※ 注３に規定する加算とは、多機関共同指導管理加算。

・療養・就労両立支援指導料 1,000点 【新設】

注１ がんと診断された患者（産業医が選任されている事業場において就労しているものに限る。）について、就

労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意

見等当該患者の就労と治療の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療

計画の見直しを行った場合に、６月に１回に限り算定する。

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

ては、相談体制充実加算として、500点を所定点数に加算する。

注３ 注１の規定に基づく産業医への文書の提供に係る診療情報提供料(Ⅰ)又は診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、

所定点数に含まれるものとする。

(通知)医科点数表の療養・就労両立支援指導料の例により算定する。

・薬剤総合評価調整管理料

注２ 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、

連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、診療情報

提供料(Ⅰ)（当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。）又は診療情報連携共有料（当該

別の保険医療機関に対して行った場合に限る。）は同一日には算定できない。

・診療情報提供料(Ⅰ)

注２ 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第

４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特

定相談支援事業者、児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、

診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者１人に

つき月１回に限り算定する。

注４ 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院（当該保険医療

機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。）に

対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者１人につき月１回に限り算定する。
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注５ 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、

別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、

検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加

算する。

・退院時共同指導料１

注１ 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関（以

下、退院時共同指導料１及び退院時共同指導料２において「在宅療養担当医療機関」という。）と連携する別の

保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の同意を得て、退院後、在宅での療養

を行う患者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は保健

師、助産師、看護師、准看護師（以下、退院時共同指導料１及び退院時共同指導料２において「看護師等」と

いう。）、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上

で、文書により情報提供した場合に、１回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者

については、在宅療養担当医療機関と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士

が、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等と１回以上共同して行う場合

は、当該入院中２回に限り算定する。

退院時共同指導料２

注１ 入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な

説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた

看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当

医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険

医療機関において、当該入院中１回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者につい

ては、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の歯科医師若

しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受

けた訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）と１回以上、共同して行う場合は、当該入院中２回

に限り算定する。

注３ 注１の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の医師若

しくは看護師等、歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーション

の看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援

専門員のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導管理加算として、2,000点を所

定点数に加算する。

(通知①)退院時共同指導料１又は退院時共同指導料２は、保険医療機関に入院中の患者について、地域において

当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関（以下この区分において「在宅療養担当医療機関」という。）

と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、患者の同意を得て、退院後の在

宅での療養を行う患者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医

師又は保健師、助産師、看護師、准看護師（以下この区分「看護師等」という。）、薬剤師、管理栄養士、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、

当該入院中１回に限り、それぞれの保険医療機関において算定する。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第

三の一の二に掲げる「退院時共同指導料１及び退院時共同指導料２を二回算定できる疾病等の患者」であって、

当該入院中に２回算定する場合は、当該２回中１回はそれぞれの保険医療機関の歯科医師、医師、看護師又は


